
告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
一
号 

 
平
成
二
十
五
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
四
十
号
（
土
壌
及
び
地
下
水
の
汚
染
の
調
査
及
び
対
策
に

関
す
る
指
針
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 

第
一
の
二
㈡
ア 

の
表
以
外
の
部
分
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

の
次
に 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
を
、
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

の
次
に 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を
加
え
、
同 

の
表
の
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
の
項
及
び
テ
ト
ラ
ク
ロ

ロ
エ
チ
レ
ン
の
項
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

の
次
に 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

を
加
え
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

   

第
一
の
二
㈡
ア 

の
表
の
シ
ス
―
一
・
二
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
の
項
中 

 
 

 
 

 
 

 

の
次
に 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を
加
え
、
同
表
の
一
・

一
・
二
―
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン
の
項
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

の
次
に 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

を
加
え
る
。 

 

第
一
の
二
㈡
ア 

ａ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

            

第
一
の
二
㈡
ア 

ｂ
の
表
の
特
定
有
害
物
質
の
種
類
の
項
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

の
次
に 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を
加
え
、
同
表
三
十
メ
ー
ト
ル

格
子
内
に
お
け
る
調
査
時
の
範
囲
確
定
調
査
※
の
項
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 

 
 

 
 

に
改
め
る
。 

四
塩

化
炭

素
 

ジ
ク

ロ
ロ

メ
タ

ン
 

 

左
欄

に
掲

げ
る

特
定

有
害

物
質

」
 

「
（

以
下

 

「
親

物
質

」
と

い
う

。
）

」
 

「
、

ト
ラ

 

ン
ス

―
1
,
2
―

ジ
ク

ロ
ロ

エ
チ

レ
ン

」
 

(ア) ( ｳ ) 

「
シ

ス
―

1
,
2
―

ジ
ク

ロ
ロ

エ
チ

 

(ア) 「
シ

ス
―

1
,
2
―

ジ
ク

ロ
ロ

エ
チ

レ
ン

」
 

「
、

ト
ラ

ン
ス

―
1
,
2
―

ジ
 

(イ) 

 
 

 
 

 
ａ

 
汚

染
土

壌
が

存
在

す
る

お
そ

れ
が

な
い

と
認

め
ら

れ
る

土
地

 

 
 

 
 

 
 

 
次

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

土
地

 

 
 

 
 

 
 

(a) 
特

定
有

害
物

質
又

は
特

定
有

害
物

質
を

含
む

固
体

若
し

く
は
液

体
の

埋
設

等

を
行

っ
て

い
た

土
地

や
、
そ

の
使

用
等

又
は

貯
蔵

等
を

行
っ

て
い

た
施

設
の

敷

地
か

ら
そ

の
用

途
が

全
く

独
立

し
て

い
る

状
態

が
継

続
し

て
い

る
土

地
 

 
 

 
 

 
 

(b) 
水

質
汚

濁
防

止
法

（
昭

和
4
5
年

法
律

第
1
3
8
号

）
第

1
2
条

の
４

の
環

境
省

令

で
定

め
る
基

準
に

適
合

す
る

有
害

物
質

使
用

特
定

施
設

又
は

有
害

物
質

貯
蔵

指

定
施

設
（

水
質

汚
濁

防
止

法
の

一
部

を
改

正
す

る
法

律
（

平
成

2
3
年

法
律

第
7
1

号
）
の

施
行

の
際

現
に

設
置

さ
れ

て
い

る
も

の
（

設
置

の
工

事
が

さ
れ

て
い

る

も
の

を
含

む
。
）
を

除
く

。
）
に

お
い

て
水

質
汚

濁
防

止
法

第
1
4
条

第
５

項
の

規
定

に
よ

る
点

検
が

適
切

に
行

わ
れ

る
こ

と
に

よ
り

、
調

査
対

象
物

質
を

含
む

水
が

地
下

へ
浸

透
し

た
お

そ
れ

が
な

い
こ

と
が

確
認

さ
れ

て
い

る
土

地
 

 

 
「

試
料

採
取

等
対

象
物

質
」

 

象
物

質
」

 

「
（

以
下

「
分

解
 

右
欄

に
掲

げ
る

特
定

有
害

物
質

」
 

生
成

物
」

と
い

う
。

）
」

 

「
、

ト
ラ

ン
ス

―
1
,
2
―

ジ
ク

ロ
ロ

エ
チ

レ
ン

」
 

 

ク
ロ

ロ
エ

チ
レ

ン
」

 

(ア) 

レ
ン

」
 

 
「

調
査

対
 

「
シ

ス
―

1
,
2
―

ジ
ク

 

ロ
ロ

エ
チ

レ
ン

」
 

「
及

び
ト

ラ
ン

ス
―

1
,
2
―

ジ
ク

ロ
ロ

エ
チ

レ
ン

」
 

「
シ

ス
―

1
,
2
―

ジ
ク

ロ
ロ

エ
チ

レ
ン

」
 



 

第
一
の
二
㈡
イ 

の
表
中
調
査
種
類
の
項
を
削
り
、
同
表
の
調
査
地
点
の
項
を
次
の
よ
う
に
改

め
る
。 

 

第
一
の
二
㈡
イ 

を
同 

と
し
、
同 

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 

  
 

 

    
 

    
調

査
地

点
 

気
体

か
ら

調
査

対
象

物
質

が

検
出

さ
れ

た
試

料
採

取
地

点

又
は

地
下

水
か

ら
検

出
さ

れ

た
調

査
対

象
物

質
が

地
下

水

基
準

に
適

合
し

な
か

っ
た

試

料
採

取
地

点
を

含
む

単
位

区

画
が
連

続
す
る
範

囲
ご
と
に
、

基
準

不
適

合
土

壌
が

存
在

す

る
お

そ
れ

が
当

該
検

出
範

囲

内
で

連
続

す
る

他
の

単
位

区

画
と

比
較

し
て

多
い

と
認

め

ら
れ

る
単

位
区

画
の

試
料

採

取
地

点
 

 

別
表

第
１

に
掲

げ
る

基
準

値
（

以
下
「

第

二
溶

出
量

基
準

」
と

い
う

。
）
を

超
え

る

土
壌

が
存

在
す

る
単

位
区

画
及

び
当

該

単
位

区
画

に
隣

接
す

る
単

位
区

画
（

概
況

調
査

に
お
い
て
土

壌
溶

出
量

基
準

又
は
土

壌
含

有
量

基
準

を
超

え
た

単
位

区
画

に

限
る

。
）
の

試
料

採
取

地
点

。
こ

れ
以

外

の
単

位
区

画
に

つ
い

て
は

、
3
0
メ

ー
ト

ル

格
子

に
含

ま
れ
る
基

準
超

過
土

壌
が
存

在

す
る

単
位

区
画

の
う

ち
、
調

査
対

象
物

質

ご
と
に
土

壌
溶

出
量

又
は
土

壌
含

有
量

が

最
も

高
く

な
る

単
位

区
画

に
お
い

て
調

査

を
実

施
す

る
こ

と
。
な

お
、
3
0
メ

ー
ト

ル

格
子

に
含

ま
れ
る
基

準
超

過
土

壌
が
存

在

す
る

単
位

区
画

の
数

が
２

以
下

で
あ

り
、

か
つ

隣
接

す
る

3
0
メ

ー
ト

ル
格

子
に

お
い

て
調

査
を

実
施

す
る

地
点

が
設

定
さ

れ
て

い
る

場
合

に
は

、
当

該
3
0
メ

ー
ト

ル
格

子

内
の

調
査

を
省

略
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

 

 

( ｲ ) ( ｲ ) 

( ｳ ) 

(ア) 

 
 

 
 

(イ) 
詳

細
調

査
の

調
査

対
象

物
質

及
び

調
査

種
類

 

 
 

 
 

 
 

詳
細

調
査

の
調

査
対

象
物

質
及

び
調

査
種

類
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 

 
 

 
 

 
ａ

 
概

況
調

査
に

お
け

る
土

壌
ガ

ス
調

査
に

お
い

て
検

出
さ

れ
た

特
定

有
害

物
質

及
 

 
 

 
 

 
 

び
地

下
水

中
の

特
定

有
害

物
質

濃
度

が
地

下
水

基
準

を
超

え
た

特
定

有
害

物
質

に
 

 
 

 
 

 
 

つ
い

て
は

、
土

壌
溶

出
量

調
査

 

 
 

 
 

 
ｂ

 
ａ

の
特

定
有

害
物

質
が

１
の

⑵
又

は
２

の
⑴

の
情

報
に

よ
り

把
握

し
た

特
定

有
 

 
 

 
 

 
 

害
物

質
で

あ
る

場
合

で
あ

り
、

か
つ

、
当

該
特

定
有

害
物

質
が

親
物

質
の

い
ず

れ
 

 
 

 
 

 
 

か
に

該
当

す
る

場
合

、
当

該
親

物
質

の
分

解
生

成
物

に
つ

い
て

は
、

土
壌

溶
出

量
 

 
 

 
 

 

調
査

 

 
 

 
 

 
ｃ

 
ａ

の
特

定
有

害
物

質
が

１
の

⑵
又

は
２

の
⑴

の
情

報
に

よ
り

把
握

し
た

特
定

有
 

 
 

 
 

 
 

害
物

質
で

な
い

場
合

で
あ

り
、

か
つ

、
ａ

の
特

定
有

害
物

質
が

分
解

生
成

物
で

あ
 



        

第
一
の
二
㈢
イ
の
表
以
外
の
部
分
中
「 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
に
改
め
、
同
イ
の
表
を
削
る
。 

 

別
表
第
一
の
シ
ス
―
一
・
二
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
二
の
１
の
項
右
欄
中
「 

 

」
の
次
に
「 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
加
え
、
同
表
の
２

の
項
中
欄
中
「 

 
 

 

」
の
次
に
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
加
え
、
同
表
の 

８
の
項
中
欄
及
び
同
表
の
９
の
項
中
欄
中
「 

 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
三
の
２
の
項
右
欄
⑵
中
「 

 
 

 
 

」
の
次
に
「 

 
 

 
 

」
を
加
え
、
同
欄
⑻

中
「 

」
を
「 

」
に
、
「 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 

」
に
、
「 

」
を
「 

」

に
改
め
、
同
欄
⑻
を
同
欄
⑼
と
し
、
同
欄
⑺
中
「 

」
を
「 

」
に
、
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
に
、
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
に
、
「 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 

」
に
改
め
、
同
欄
⑺
を
同

欄
⑻
と
し
、
同
欄
⑹
中
「 

」
を
「 

」
に
改
め
、
同
欄
⑹
を
同
欄
⑺
と
し
、
同
欄
⑸
中
「 

」

を
「 

」
に
改
め
、
同
欄
⑸
を
同
欄
⑹
と
し
、
同
欄
⑷
中
「 

」
を
「 

」
に
改
め
、
同
欄
⑷
を

同
欄
⑸
と
し
、
同
欄
⑶
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
を
削
り
、
同
欄
⑶
を
同
欄
⑷
と
し
、
同
欄
⑵
の

次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

シ
ス
―

1
,
2
―

ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

若
し
く
は
ト
ラ
ン
ス
―

1
,
2
―

ジ
ク

ロ
ロ

エ
チ

レ
ン

又
は

こ
れ

ら
を

合

わ
せ

た
も

の
 

 

検
液

１
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
シ
ス
―

1
,
2
―

ジ
ク
ロ
ロ
エ

チ
レ
ン
及

び
ト
ラ
ン
ス
―

1
,
2
―

ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

の
量

の
合

計
０

．
４

ミ
リ

グ
ラ

ム
 

親
物

質
に

つ
い

て
土

壌
溶

出
量

基
準

を
 

次
の

表
の

左
欄

に
掲

げ
る

特
定

有
害

物
質

に
つ

い
て

土
 

壌
溶

出
量

基
準

を
超

え
た

場
合

は
、

当
該

特
定

有
害

物
質

が
土

壌
で

分
解

し
て

生
成

さ
れ

る
お

そ
 

れ
の

あ
る

同
表

の
右

欄
に

掲
げ

る
特

定
有

害
物

質
 

超
え

た
場

合
は

、
当

該
親

物
質

の
分

解
生

成
物

 

 
 

 
 

 
 

り
、
当

該
特

定
有

害
物

質
を

分
解

生
成

物
と

す
る

親
物

質
の

い
ず

れ
か

が
１

の
⑵

又
は

２
の

⑴
の

情
報

に
よ

り
把

握
し

た
特

定
有

害
物

質
に

該
当

す
る

場
合

、
当

該

該
当

す
る

親
物

質
と

そ
の

分
解

生
成

物
に

つ
い

て
は

、
土

壌
溶

出
量

調
査

 

 
 

 
 

 
ｄ

 
概

況
調

査
に
お
い
て
土

壌
溶

出
量

基
準

を
超

え
た
特

定
有

害
物

質
に
つ
い
て
は
、
 

 
 

 
 

 
 

土
壌

溶
出

量
調

査
 

 
 

 
 

 
ｅ

 
概

況
調

査
に
お
い
て
土

壌
含

有
量

基
準

を
超

え
た
特

定
有

害
物

質
に
つ
い
て
は
、
 

 
 

 
 

 
 

土
壌

含
有

量
調

査
 

 

土
地

 
の

土
壌

の
汚

染
状

態
 

が
毎

秒
1
0
0
ナ

ノ
メ

ー
ト

ル
（

岩
盤

に
あ

っ
て

は
、

ル
ジ

オ
ン

値
が

１
）

以
下

で
あ

る
地

層
又

は

こ
れ

と
同

等
以

上
の

遮
水

の
効

力
を

有
す

る
地

層
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）
 

 

土
壌

含
有

量
基

準
を

超
過

し
て

い
な

い
汚

染
状

態
に

 

あ
る

 
基

準
超

過
土

壌
以

外
の

 

不
透

水
層

 
（

厚
さ

が
５

メ
ー

ト
ル

以
上

で
あ

り
、

か
つ

、
透

水
係

数
 

あ
っ

て
は

、
 

当
該

土
地

の
 

⑶
 

⑷
 

に
１

以
上

の
 

の
１

以
上

の
地

点
に

 
⑺

 
⑻

 

当
該

範
囲

の
周

縁
に

１

以
上

の
 

 

⑶
 

⑷
 

以
上

の
 

周
縁

の
１

以
上

の
地

点
に

 
平

成
1
5
年

環
境

省
告

示
第

1
7
号

 

測
定

し
 

 

測
定

し
た

結
果

 

⑶
 

⑸
 

⑷
 

⑷
 

⑸
 

（
厚

さ
が

５
メ

ー
ト

ル
以

上
で

あ
り

、
か

つ
、

透
水

係
数

が
毎

秒
100 

、
平

 

成
1
5
年

環
境

省
告

示
第

1
7
号

 

⑷
 

ナ
ノ

メ
ー

ト
ル

（
岩

盤
に

あ
っ

て
は

、
ル

ジ
オ

ン
値

が
１

）
以

下
で

あ
る

地
層

又
は

こ
れ

と
同

等

以
上
の
遮
水
の
効
力
を
有
す
る
地
層
を
い
う
。
）

 

 



      
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

        
 

 
 

    

別
表
第
三
の
３
の
項
右
欄
⑵
中
「 

 
 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 

」
に
改
め
、
同
欄
⑻
中
「 

」
を
「 

」
に
、「 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 

」

に
、
「 

」
を
「 

」
に
改
め
、
同
欄
⑻
を
同
欄
⑼
と
し
、
同
欄
⑺
中
「 

」
を
「 

」
に
、

「 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
に
、
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
に
、
「 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 

」 

に
改
め
、
同
欄
⑺
を
同
欄
⑻
と
し
、
同
欄
⑹
中
「 

」
を
「 

」
に
改
め
、
同
欄
⑹
を
同
欄
⑺
と

し
、
同
欄
⑸
中
「 

」
を
「 

」
に
改
め
、
同
欄
⑸
を
同
欄
⑹
と
し
、
同
欄
⑷
中
「 

」
を
「 

」

に
改
め
、
同
欄
⑷
を
同
欄
⑸
と
し
、
同
欄
⑶
中
「 

 
 

 
 

 

」
の
次
に
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
加
え
、
同
欄
⑶
を
同
欄
⑷
と
し
、

同
欄
⑵
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

⑶
 

次
の

い
ず

れ
か

の
方

法
に

よ
り

、
⑵

に
よ

り
第

二
溶

出
量

基
準

に
適

合
す

る
汚

染
状

態
に

な
っ

 

 
た

こ
と

を
確

認
す

る
こ

と
。

 

ア
 

⑴
の

方
法

と
同

等
以

上
の

方
法

に
よ

り
、

⑴
に

よ
り

把
握

さ
れ

た
第

二
溶

出
量

基
準

に
適

 

 
合

し
な

い
汚

染
状

態
に

あ
る

土
壌

の
あ

る
範

囲
に

つ
い

て
、

深
さ

１
メ

ー
ト

ル
か

ら
１

メ
ー

 

 
ト

ル
ご

と
の

土
壌

を
採

取
し

、
当

該
土

壌
に

含
ま

れ
る

特
定

有
害

物
質

の
量

を
、

平
成

1
5
年

 

 
環

境
省

告
示

第
1
8
号

に
よ

り
測

定
す

る
方

法
 

 
イ

 
第

二
溶

出
量

基
準

に
適

合
し

な
い

汚
染

状
態

に
あ

る
土

壌
を

掘
削

す
る

場
合

に
あ

っ
て

は
、

 

 
 

当
該

掘
削

さ
れ

た
土

壌
の

範
囲

及
び

搬
出

を
確

認
す

る
方

法
 

 
ウ

 
第

二
溶

出
量

基
準

に
適

合
し

な
い

汚
染

状
態

に
あ

る
土

壌
を

掘
削

し
、

当
該

掘
削

さ
れ

た
 

 
 

土
壌

を
特

定
有

害
物

質
が

水
に

溶
出

し
な

い
よ

う
に

性
状

を
変

更
す

る
方

法
、

土
壌

中
の

気
 

 
 

体
若

し
く

は
地

下
水

に
含

ま
れ

る
特

定
有

害
物

質
を

抽
出

若
し

く
は

分
解

す
る

方
法

そ
の

他
 

 
 

の
方

法
に

よ
り

、
第

二
溶

出
量

基
準

に
適

合
す

る
汚

染
状

態
に

あ
る

土
壌

と
し

、
当

該
土

壌
 

 
 

を
埋

め
戻

す
場

合
に

あ
っ

て
は

、
当

該
土

壌
に

つ
い

て
、

第
二

溶
出

量
基

準
に

適
合

し
な

い
 

 
 

特
定

有
害

物
質

の
種

類
が

第
一

種
特

定
有

害
物

質
で

あ
る

場
合

に
あ

っ
て

は
、

1
0
0
立

方
メ

ー
 

 
 

ト
ル

以
下

ご
と

に
１

点
の

土
壌

を
採

取
し

た
も

の
又

は
第

二
溶

出
量

基
準

に
適

合
し

な
い

特
 

 
 

定
有

害
物

質
の

種
類

が
第

二
種

特
定

有
害

物
質

若
し

く
は

第
三

種
特

定
有

害
物

質
で

あ
る

場
 

 
 

合
に

あ
っ

て
は

、
1
0
0
立

方
メ

ー
ト

ル
以

下
ご

と
に

５
点

の
土

壌
を

採
取

し
、

当
該

５
点

の
土

 

 
 

壌
を

そ
れ

ぞ
れ

同
じ

重
量

混
合

し
た

も
の

に
含

ま
れ

る
特

定
有

害
物

質
の

量
を

、
平

成
1
5
年

 

 
 

環
境

省
告

示
第

1
8
号

に
よ

り
測

定
す

る
こ

と
。

 

 
適

合
さ

せ
る

こ
と

 
適

合
す

る
汚

染
状

態
に

あ
る

土
壌

 

⑶
 

⑷
 

に
１

以
上

の
 

の
１

以
上

の
地

点
に

 

⑻
 

⑺
 

⑶
 

⑷
 

当
該

場
所

の
周

縁
に

１
以

上
の

 
周

縁
の

１
以

上
の

地
点

に
 

平
成

1
5
年

環
境

省
 

測
定

し
 

 

測
定

し
た

結
果

 

⑷
 

⑸
 

基
準

超
過

土
壌

 
（

当
該

土
壌

の
う

 

⑸
 

⑷
 

ち
第

二
溶

出
量

基
準

に
適

合
し

な
い

汚
染

状
態

に
あ

る
も

の
に

つ
い

て
は

、
⑵

に
よ

り
第

二
溶

出

量
基

準
に

適
合

す
る

汚
染

状
態

に
あ

る
土

壌
と

し
た

も
の

）
 

、
平

成
1
5
年

環
境

省
告

示
第

1
7
号

 

 

⑶
 

⑷
 

と
す

る
こ

と
 

告
示

第
1
7
号

 

⑶
 

⑵
に

よ
り

第
二

溶
出

量
基

準
に

適
合

す
る

汚
染

状
態

に
あ

る
土

壌
と

し
た

も
の

に
つ

い
て

、
 

 
第

二
溶

出
量

基
準

に
適

合
し

な
い

特
定

有
害

物
質

の
種

類
が

第
一

種
特

定
有

害
物

質
で

あ
る

場
 

 
合

に
あ

っ
て

は
、

1
0
0
立

方
メ

ー
ト

ル
以

下
ご

と
に

１
点

の
土

壌
を

採
取

し
た

も
の

又
は

第
二

溶
 

 
出

量
基

準
に

適
合

し
な

い
特

定
有

害
物

質
の

種
類

が
第

二
種

特
定

有
害

物
質

若
し

く
は

第
三

種
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

別
表
第
三
の
４
の
項
右
欄
⑴
イ
中
「 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 

」
に
、

「 
 

 
 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 

」
に
改
め
、
同
欄
⑴
ウ
中
「 

 

」
の
次
に

「 
 

 

」
を
加
え
、
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

」
に
、
「 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 

」
に
改
め
、
同
欄
⑵
ウ
中
「 

」
を
「 

」
に
改
め
、

同
欄
⑵
ウ
を
同
欄
⑵
エ
と
し
、
同
欄
⑵
イ
中
「 

 

」
の
次
に
「 

 
 

」
を
加
え
、
「 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
に
、
「 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

」
に
改
め
、
「 

 
 

 

」
の
次
に
「 

 
 

 
 

 

    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」

を
加
え
、
同
欄
⑵
中
イ
を
ウ
と
し
、
ア
を
イ
と
し
、
イ
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

 

 
 

 

 

別
表
第
三
の
５
の
項
右
欄
⑴
ウ
中
「 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
に
、
「 

 
 

 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 

」
に
、
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 

」
に
、 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
、
同
欄
⑵
ウ
中 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
に
、
「 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 

」
に
改
め
、
「 

 
 

」

を
「 

 

       
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
に
改
め
、
同
欄
⑵
エ
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
に
、
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
に
、
「 

る
こ

と
の

確
認

に
代

え
て

、
地

下
水

基
準

に
適

合
す

る
汚

染
状

態
に

あ
る

こ
と

の
１

回
の

確
認

と

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
「

イ
の

基
準

超
過

土
壌

 
 

 
イ

の
土

壌
含

有
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
こ

と
。

 

 
 

と
と

も
に

、
特

定
有

害
物

質
を

原
位

置
で

分
解

す
る

方
法

に
よ

り
特

定
有

害
物

質
の

除
去

を

行
う

場
合

に
あ

っ
て

は
、
当

該
地

下
水

に
含

ま
れ

る
当

該
特

定
有

害
物

質
の

分
解

生
成

物
の

量
を

平
成

1
5
年

環
境

省
告

示
第

1
7
号

に
よ

り
測

定
し

た
結

果
、
地

下
水

基
準

に
適

合
す

る
汚

染
状

態
が

２
年

間
継

続
す

る
こ

と
を

確
認

す
る

こ
と

。
た

だ
し

、
特

定
有

害
物

質
を

化
学

的
に

分
解

す
る

方

法
に

よ
り

土
壌

溶
出

量
基

準
を

超
え

る
汚

染
状

態
の

土
壌

か
ら

当
該

特
定

有
害

物
質

を
除

去
し

た

場
合

で
あ

っ
て

、
当

該
方

法
に

よ
り

当
該

特
定

有
害

物
質

の
分

解
生

成
物

が
生

成
し

な
い

こ
と

が

明
ら

か
で

あ
る

場
合

に
あ

っ
て

は
、
当

該
地

下
水

基
準

に
適

合
す

る
汚

染
状

態
が

２
年

間
継

続
す

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
と

と
も

に
、

イ
に

よ
り

汚
染

さ
れ

た
地

下
水

を

通
過

さ
せ

る
過

程
に

お
い

て
、

特
定

有
害

物
質

を
分

解
す

る
方

法
に

よ
り

、
地

下
水

基
準

を
超

え

な
い

汚
染

状
態

に
す

る
場

合
に

あ
っ

て
は

、
当

該
地

下
水

に
含

ま
れ

る
当

該
特

定
有

害
物

質
の

分

解
生

成
物

の
量

を
、

平
成

1
5
年

環
境

省
告

示
第

1
7
号

に
よ

り
測

定
し

た
結

果
、

地
下

水
基

準
を

超
え

る
汚

染
状

態
の

地
下

水
汚

染
が

当
該

土
地

の
区

域
外

に
拡

大
し

て
い

な
い

こ
と

を
確

認
す

る
 

 
特

定
有

害
物

質
で

あ
る

場
合

に
あ

っ
て

は
、
1
0
0
立

方
メ

ー
ト

ル
以

下
ご

と
に

５
点

の
土

壌
を

採

取
し

、
当

該
５

点
の

土
壌

を
そ

れ
ぞ

れ
同

じ
重

量
混

合
し

た
も

の
に

含
ま

れ
る

特
定

有
害

物
質

の

量
を

、
平

成
1
5
年

環
境

省
告

示
第

1
8
号

に
よ

り
測

定
し

た
結

果
、
第

二
溶

出
量

基
準

に
適

合
す

る

汚
染

状
態

に
あ

る
土

壌
で

あ
る

こ
と

を
確

認
す

る
こ

と
。

 

  
ア

 
当

該
土

地
の

地
下

水
汚

染
の

状
況

に
つ

い
て

、
ボ

ー
リ

ン
グ

に
よ

る
土

壌
の

採
取

及
び

測
 

 

 
 

定
そ

の
他

の
方

法
に

よ
り

把
握

す
る

こ
と

。
 

第
４

条
第

１
号

ト
⑴

 
第

４
条

第
１

号
リ

⑴
 

第
４

条
第

１
号

チ
⑴

 
第

４
条

第
１

号
ヌ

⑴
 

周
縁

 

の
地

点
 

平
成

1
5
年

環
境

省
告

示
第

1
7
号

 

測
定

し
 

 

測
定

し
た

結
果

 

 

イ
 

ウ
 

周
縁

 
の

地
点

 
平

成
1
5
 

測
定

し
 

 

測
定

 

確
認

す
る

 

に
、

 
の

１
以

上
の

地
点

に
、

 
に

１
以

上
 

の
 

の
１

以
上

の
地

点
に

 
平

成
1
5
年

環
境

省
告

示
第

1
7
号

 
、

平
成

1
5
年

環
 

「
測

定
し

」
 

」
 

 
 

 
 

 
 

「
測

定
し

た
結

果
」

 

」
 

り
把

握
さ

れ
た

基
準

超
過

土
壌

の
あ

る
範

囲
に

１
以

上
の

 

 
 

把
で

き
る

と
認

め
ら

れ
る

地
点

に
 

量
基

準
に

適
合

し
な

い
汚

染
状

態
に

あ
る

土
壌

 

平
成

1
5
年

環
境

省
 

測
定

し
 

 

測
定

し
た

結
果

 

基
準

超
過

土
壌

の
あ

る
範

囲
 

 
 

土
 

 
壌

含
有

量
基

準
に

適
合

し
な

い
汚

染
状

態
に

あ
る

土
壌

の
あ

る
範

囲
 

 

、
平

成
1
5
年

環
境

省
告

示
第

1
7
 

号
 

、
平

成
1
5
年

環
境

省
告

示
第

1
7
号

 
年

環
境

省
告

示
第

1
7
号

 

し
た

結
果

 

 境
省

告
示

第
1
7
号

 
「

ア
に

よ
 

当
該

除
去

の
効

果
を

的
確

に
把

 



 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
に
、
「 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 

」 

に
改
め
、
同
表
の
６
の
項
右
欄
⑻
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 

 
 

 

」
に
、
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
に
、 

「 
 

 
」
を
「 

 
 

 
 

 

」
に
改
め
、
同
欄
⑼
中
「 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 

」

に
改
め
、
同
表
の
７
の
項
右
欄
⑴
イ
中
「 

 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
同
欄
⑴
ウ
中
「 

 
 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

」
に
、
「 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 

」
に
、
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
に
、 

「 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 

」
に
改
め
、
同
欄
⑴
オ
中
「 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
に
、
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
に
、

「 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 

」
に
改
め
、
同
欄
⑵
ウ
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」 

を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
に
、
「 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 

」
に
、
「 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
に
、
「 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
に
、
「 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 

」 

に
改
め
、
同
欄
⑵
オ
中
「 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 

」
に
、
「 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
に
、
「 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 

」

に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
告
示
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
告
示
の
施
行
の
際
現
に
埼
玉
県
生
活
環
境
保
全
条
例
（
平
成
十
三
年
埼
玉
県
条
例
第
五

十
七
号
）
第
七
十
七
条
第
一
項
、
第
七
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
五
項
若
し
く
は
第
八
十
条

第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
に
規
定
す
る
調
査
に
着
手
し
て
い
る
者
又
は
第
七
十
八
条
第
一
項
、

第
七
十
九
条
第
二
項
若
し
く
は
第
五
項
若
し
く
は
第
八
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
計
画
の
作
成

に
着
手
し
て
い
る
者
若
し
く
は
汚
染
し
た
土
壌
の
処
理
若
し
く
は
汚
染
の
拡
散
の
防
止
の
措
置

に
着
手
し
て
い
る
者
に
対
す
る
土
壌
及
び
地
下
水
の
汚
染
の
調
査
及
び
対
策
に
関
す
る
指
針
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。 測

定
し
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任
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測
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点
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点
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1
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1
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8
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5
年
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告
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1
8
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